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税務課からのお知らせ

固定資産税に関する家屋実地調査にご
協力を
　市では現在、家屋の新築・増築および取
壊し調査を行っています。調査には、職員
が２人１組で伺いますのでご協力をお願い
します。
　なお、職員は「職員証」を携帯していま
す。「職員証」の提示がないなど不審に感
じた場合は、税務課までご連絡ください。

家屋を取り壊したら届け出を
　家屋を取り壊した場合には、「家屋取壊
届出書」を税務課へ提出してください。ま
た、登記してある家屋については、法務局
で滅失登記の手続きを済ませてください。
　これらの手続きが行われない場合には、
税務課で家屋の取壊しが確認できないこと
があります。
　なお、「家屋取壊届出書」の用紙は、税
務課で配布している他、市ホームページか
らダウンロードできますのでご利用くださ
い。

▶�問い合わせ　同課資産税担当（内線234）

～国民健康保険に加入している方へ～
もし交通事故にあったら

国民年金保険料の納付猶予制度の対象が
拡大しました

　国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件などで、
第三者（加害者）から被害を受けて医療機関にかかった場合、その
治療費は本来加害者（相手側）が負担すべきですが、保険証を使っ
て治療を受けることができます。
　ただし、この場合は必ず保険年金課に「第三者の行為による被害
届書」を提出することが必要です。市では、自己負担額を除いた医
療費を一時的に立て替え、提出された被害届に基づき、後で加害者
や保険会社に請求します。しかし、届け出がなければ、加害者など
への請求ができず、国保会計から医療費が支払われたままとなって
しまいます。
　交通事故などで保険証を使って医療機関にかかる場合には、必ず
「第三者の行為による被害届書」を提出してください。
▶届け出に必要なもの　
　・国民健康保険証
　・印鑑（認め印）
　・交通事故証明書
▶問い合わせ　同課国保担当（内線271･272･273）

　7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象
年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となりました。
　ただし、6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納
付猶予制度の対象です。
▶問い合わせ　保険年金課年金担当（内線270・275）
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▶日 時　平成29年1月8日㈰午後1時30分開会
　（午後1時から受け付け）　
▶場 所　産業文化会館ホール
平成29年行田市新成人を祝う会実行委員を募集します
　市では毎年、新成人を祝う会実行委員会が中心
となり、新成人を祝う会の企画・運営を行ってい
ます。
▶実行委員会回数　3 ～ 5回
　※第1回実行委員会は9月23日㈮を予定
▶時 間　午後7時～ 9時
▶場 所　産業文化会館2Ａ会議室
▶対 象　平成8年4月2日から平成9年4月1
日生まれの方
▶募集人数　5人程度
▶申し込み・問い合わせ　ひとつくり支援課生涯
学習担当☎556―8319

ハタチになった皆さんの門出を祝福
～平成29年行田市新成人を祝う会

を開催します～
▶�日 時　10月12日㈬午後2時開会（午後1時
30分から受け付け）

▶�場 所　「みらい」文化ホール
▶�内 容　
　・地域安全功労者および団体表彰
　・防犯講演
　　�県警察本部防犯指導班「ひまわり」による寸劇
を交えた特殊詐欺や侵入窃盗についての講演

▶�主 催　行田市防犯協会
▶�共 催　行田市、行田警察署、行田市暴力排除
推進協議会

▶�そ の 他　大会終了後、遊技業防犯協力会による
大抽選会があります（受け付けで番号配布）。

▶�問い合わせ　行田市防犯協会☎553―3531または
防災安全課防犯対策担当（内線283）

　市では、元警察官による防犯出前講座を行ってい
ます。侵入者に対応するためのポイントや簡単な護
身術などを学び、いざというときのシミュレーショ
ンを行うことができます。
　また、行田警察署生活安全課と連携し、より幅広
いアドバイスを行うこともできます。
　まずは防災安全課までご相談ください。
▶講座内容例　
　・不審者を発見した場合の対応
　・侵入者に対応するポイント
　・通報までの伝達方法
　・有効な装備
　・注意すべきポイント

▶問い合わせ　同課防犯対策担当（内線283）

　市では、行田市建築物耐震改修促進計画の改定にあた
り、６月13日から７月15日まで市民の皆さんから意
見を募集しました。しかし、意見が無かったため、９月
１日から改定行田市建築物耐震改修促進計画を施行しま
す。
▶問い合わせ　建築開発課建築指導担当☎550―1551

　市民の皆さんの声を聴き、市政について意見交
換を行う「市政懇談会」を開催します。次の地区
を対象に懇談会を開催しますので、ぜひご参加く
ださい。
▶開催日時・場所　
　【荒木地区】9月15日㈭午後7時～ 8時30分・
荒木公民館
　【須加地区】10月11日㈫午後7時～ 8時30分・
須加公民館
▶対 象　当該地区に住んでいる方
▶そ の 他　申し込みは不要です。直接会場にお越
しください。
▶�問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線318）

行田市防犯のまちづくり・暴力追放
市民大会を開催します

防犯出前講座をご利用ください

行田市建築物耐震改修促進計画の
改定についてお知らせします

ご参加ください「市政懇談会」

平成28年行田市新成人を祝う会の様子


